
施設基準について 

 

当院は、厚⽣労働⼤⾂の定める施設基準について、以下の届出を⾏っています。 

令和８年 6 ⽉ 1 ⽇現在 

基本診療科 

● 電⼦的診療情報連携体制整備加算 3 

● 外来感染対策向上加算 

特掲診療科 

● がん性疼痛緩和指導管理料 

● ウイルス・細菌核酸多項⽬同時検出 

● 外来・在宅ベースアップ評価料（１） 

● 酸素 
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